
さつま町告示第  号 

 

さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業補助金交付要綱を次のように定めた。 

 

令和 年 月 日 

さつま町長 上野 俊市    

 

さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，さつま町総合戦略において進める若者や子育て世代等の移住定住人口の

増加を図ることを目的とし，併せて良質な賃貸住宅の供給拡大により地域や地域経済の活性

化を図るため，さつま町内（以下「町内」という。）に民間賃貸住宅（以下「賃貸住宅」と

いう。）の建設等を行う者に対し，予算の範囲内においてさつま町民間賃貸住宅建設等促進

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，さつま町補助金等交付規則

（平成１７年さつま町規則第３７号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 民間賃貸住宅 各戸において，個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住

宅として，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定する長屋，共同住宅又は店舗

併用共同住宅等の複合住宅（寄宿舎及び下宿を除く。）であって，次に掲げる全ての要件

を満たすものをいう。 

ア 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。 

イ 組立て式仮設建築物等の簡易なものではないこと。 

ウ 上水道及び公共下水道又は合併処理浄化槽に接続していること。 

 ⑵ 建設等 新築，リノベーション，リフォームの事業をいう。 

⑶ 新築 更地に賃貸住宅を建築すること又は既存の建物を全部解体し，新たに賃貸住宅を

建築することをいう。 

⑷ リノベーション 様々な居住ニーズに対応した機能及び価値の再生のための全体的な大

規模改修で別表の工事をいう。 



⑸ リフォーム 住宅の機能又は性能を向上させるために，既存の住宅の全部又は一部の修

繕，補修，模様替え又は更新等で別表の工事をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，町内に賃

貸住宅の建設等を行う個人又は法人で，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 公共工事等に伴う移転補償により賃貸住宅を新築するものでないこと。 

⑵ 国，県又は町の他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。（ただし、地球環

境保全、エネルギーの安定的・効率的供給及び社会資本の整合的な整備に関し、国等が行

う政策的な補助金は除く。） 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団の構成員でないこと。 

⑷ 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条に規定する暴力主義的破壊活動を

行う団体等に所属していないこと。 

⑸ 納期の到来している町税等を滞納していないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，施行期日以後に第７条の規定により事業計画の承

認を受けたもので，次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 賃貸住宅の建設等のために必要な用地の取得に要した経費（用地費及び賃貸住宅等の取

得に係る敷地造成費をいう。以下「用地取得費等」という。） 

 ⑵ 賃貸住宅の新築で次に掲げる要件を全て満たすもの。 

ア 原則として，１棟あたり４戸以上の共同住宅であること。 

イ 各戸に玄関，便所，浴室及び台所が設置されていること。 

ウ １戸当たりの延べ床面積（廊下，階段，エレベーター等の共有部分を除く。）が，壁

芯間の寸法により算定し，２５平方メートル以上であること。 

エ 建築確認申請又は建築工事届の受付日が施行期日以後であり，建築確認申請において

は確認済証の交付を受けていること。 

オ １戸当たり車１台以上の駐車スペースが確保されていること。ただし，町長が認めた

場合は，当該敷地以外の場所に確保することができるものとする。 

カ 入居予定者は賃貸契約の締結後速やかに本町の住民基本台帳に登録され，かつ，生活の    

根拠が本町にある者であること。 

⑶ 既存の賃貸住宅を取得又は所有する賃貸住宅をリノベーションする事業で，次に掲げる

要件を全て満たすものとする。 



 ア 当該住宅の延べ床面積１平方メートル当たりの工事費が１５万円以上であり，かつ，

当該住宅の住戸部分の改修に係る経費の割合が全体事業費の５割以上であること。 

イ 事業実施に係る契約の締結日が施行期日以後であること。 

ウ 入居予定者は賃貸契約の締結後速やかに本町の住民基本台帳に登録され，かつ，生活の    

根拠が本町にある者であること。  

⑷ 既存の賃貸住宅を取得又は所有する賃貸住宅をリフォームする（リフォームを要しない

事業にあっては「既存の賃貸住宅を取得」に読み替える。以下同じ。）事業で，次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

 ア 経年劣化した機能を実用上支障のない状態まで回復させ，従前の機能水準以上に改善

していること。 

 イ 当該住宅の住戸部分に係るリフォーム費用が，１戸当たり１００万円以上を要するも

のとする。ただし、リフォームを要しない場合はこの限りでない。 

ウ 事業実施に係る契約の締結日が施行期日以後であること。 

エ 入居予定者は賃貸契約の締結後速やかに本町の住民基本台帳に登録され，かつ，生活の    

根拠が本町にある者であること。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は次に掲げる金額とする。 

 ⑴ 前条第１号に対する補助金の額は，用地取得費等に１０分の４を乗じて得た額とし，同

一の補助対象者に交付する補助金の額は，同一年度において５００万円を限度とする。 

⑵ 前条第２号に対する補助金の額は，建設する戸数１戸当たり１００万円とし，同一の補

助対象者に交付する補助金の額は，同一年度において１，５００万円を限度とする。 

⑶ 前条第３号に対する補助金の額は，賃貸住宅（建築設備を含む。）の取得に係る経費の

２分の１に相当する額（その額に１,０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨

てた額）及びリノベーションする戸数１戸当たり８０万円とし，同一の補助対象者に交付

する補助金の額は，同一年度において１，２００万円を限度とする。 

⑷ 前条第４号に対する補助金の額は，賃貸住宅に供する家屋（建築設備を含む。）の取得

及び修繕又は更新に係る経費の２分の１に相当する額（その額に１,０００円未満の端数

が生じたときは，これを切り捨てた額）とし，同一の補助対象者に交付する補助金の額

は，同一年度において５００万円を限度とする。 

（事業計画書） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，補助の対象となる

事業に着工する前に，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業計画書（第１号様式。以下「事



業計画書」という。）に次の各号に掲げる事業に応じ，当該各号に定める書類を添えて，町

長に提出しなければならない。 

⑴ 第４条各号に該当する事業 

ア 工事に係る位置図，配置図及び平面図 

イ 戸数及び１戸当たりの延べ床面積が分かる書類 

ウ 町税等を滞納していないことが分かる書類（第１０号様式） 

エ 第３条第１号から第５号までに該当することについての誓約書 

⑵ 第４条第２号に該当する事業 

ア 建築確認済証又は建築工事届出証明証の写し 

イ 賃貸住宅であることが分かる書類 

ウ その他町長が必要と認める書類 

⑶ 第４条第３号及び第４号に該当する事業 

ア 建築確認済証の写し（建築確認申請が不要な場合は，工事契約書の写し。） 

イ 既存家屋の所有者が分かる書類 

ウ 既存家屋の所有者と申請者が異なる場合は，所有者との関係が分かる書類 

エ 建物の取得費及び工事経費の内訳が分かる書類 

オ 工事着工前の写真 

カ リノベーション又はリフォームの内容がわかる書類 

キ その他町長が必要と認める書類 

（計画承認等） 

第７条 町長は，前条の規定により事業計画書の提出があった場合は，速やかに事業の内容，

関係書類等を審査し，適当であると認めたときは，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業承

認書（第２号様式。以下「事業承認書」という。）により申請者に通知するものとする。 

（承認された事業の工事着手） 

第８条 前条の規定により事業計画の承認（事業に着工をする前の次条の規定による変更の承

認を含む。）を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，事業承認書の通知の日から３

月以内に事業に着手し，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業工事着手届（第３号様式）に

より町長に届け出なければならない。 

２ 町長は，前項で定める日までに補助事業者の事業の着手を確認できなかった場合は，承認

を取り消すものとする。ただし，特別の事由があると町長が認めるときは，この限りでな

い。 

（変更等の承認） 

第９条 補助事業者は，事業計画の内容等を変更し，又は事業を中止し，若しくは廃止しよう

とするときは，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業計画変更承認申請書（第４号様式）



により，町長の承認を受けなければならない。ただし，補助金の額の算定に変更が生じな

い軽微な変更についてはこの限りでない。 

２ 町長は，前項の規定による承認の申請があったときは，速やかに承認の可否を決定し，さ

つま町民間賃貸住宅建設等促進事業計画変更承認書（第５号様式。以下「変更承認書」と

いう。）により，補助事業者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第１０条 補助事業者は，当該補助対象事業が完了したときは，事業の完了した日から起算

して３月以内に，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業補助金交付申請書（第６号様式。

以下「交付申請書」という。）に次の各号に掲げる事業に応じ，当該各号に定める書類を

添えて，町長に提出しなければならない。 

⑴ 第４条各号に該当する事業 

  ア 事業承認書及び変更承認書（前条の規定により通知を受けた場合に限る。）の写し 

  イ 家屋の所有者に関する書類（建物の登記事項証明書に準じるもの） 

  ウ 賃貸住宅の建設等及び用地取得費等に係る契約書の写し並びに支払額が確認できる書

類の写し 

  エ 建物完成図 

  オ 戸数を明らかにする書類 

  カ 工事が完了したことが確認できる写真 

  キ 町税等を滞納していないことが分かる書類（第１０号様式） 

⑵ 第４条第２号に該当する事業 

  ア 建築確認申請を要した建築物については，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第７条第５項に規定する検査済証の写し（以下「検査済証の写し」という。） 

  イ その他町長が必要と認める書類 

⑶ 第４条第３号及び第４号に該当する事業 

  ア 建築確認申請を要した建築物については，検査済証の写し（確認申請が行われた場合

に限る。） 

  イ 建物のリノベーション又はリフォームに係る工事着工前と工事完了後が比較できる写

真 

  ウ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第１１条 町長は，前条に規定する交付申請書を受けた場合は，その内容を審査し，補助金を

交付すべきものと認めるときは補助金の交付を決定し，さつま町民間賃貸住宅建設等促進

事業補助金交付決定通知書（第７号様式）により，補助事業者に通知するものとする。 

２ 町長は，前項の規定による通知に，次に掲げる条件を付すことができる。 



 ⑴ 第４条第２号及び第３号に該当する事業については，補助金交付後１０年以内に以下の

行為をしてはならない。 

  ア 建設又はリノベーションした賃貸住宅を取り壊すこと。 

イ 補助事業の目的に反して使用すること。 

 ⑵ 第４条第４号に該当する事業については，補助金交付後５年以内に以下の行為をしては

ならない。 

  ア リフォームした賃貸住宅を取り壊すこと。 

  イ 補助事業の目的に反して使用すること。 

 ⑶ その他町長が必要と認める事項 

３ 補助事業者が第１項の規定により決定した補助金の交付を請求しようとするときは，さつ

ま町民間賃貸住宅建設等促進事業補助金交付請求書（第８号様式）を町長に提出しなければ

ならない。 

４ 町長は，前項の規定による請求書により，補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１２条 補助事業者が，前条第２項の条件に違反した場合，虚偽その他不正な行為により補

助金の交付を受けた場合又は補助金を他の用途に使用し，当該補助金対象事業に関する補

助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反した場合は，補助金の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 町長は，前項の規定により補助金の交付を取り消し，又はその額を減額したときは，補助

事業者に対して，その返還を命ずるものとする。 

（報告，調査及び指示） 

第１３条 補助事業者は，町長に対し，補助金の交付を受けた日から起算して５年を経過する

までの期間，さつま町民間賃貸住宅建設等促進事業利用状況報告書（第９号様式）により，

毎年４月末日（その日が休日等である場合は，その日前において最も近い休日等でない日と

する。）までに，補助対象となった家屋の３月３１日時点における利用状況を報告するもの

とする。 

２ 町長は，前項に定める報告のほかに必要があると認めたときは，補助事業者に対し報告を

求め，関係書類その他必要な物件を調査し，又は必要な事項を指示することができる。 

（有効期限） 

第１４条 この告示は，令和８年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，同日までに第７

条に規定の事業承認を受けた者については，なお従前の例による。 

（補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

 この告示は，令和５年４月１日から施行する。 


